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2024年度ＰＲＴＲデータ（化学物質の排出量・移動量の集計結果）の概要 

 
1．排出量・移動量の届出状況 
 2024年度に事業者が把握した排出量・移動量について、全国で 32,208の事業所から届出がありました。

業種別及び都道府県別にみた届出状況は以下のとおりです。 

 

業種別にみた届出状況 

 

 

 

 

都道府県別にみた届出状況 

 

           注：届出物質種類数の合計は重複を除く。 

 

業種
コード

業種名
届出

事業所数
届出物質
種類数

業種
コード

業種名
届出

事業所数
届出物質
種類数

0500 金属鉱業 25 33 3300 武器製造業 6 14

0700 原油・天然ガス鉱業 17 38 3400 その他の製造業 86 48

1200 食料品製造業 436 71 3500 電気業 181 71

1300 飲料・たばこ・飼料製造業 164 39 3600 ガス業 52 17

1400 繊維工業 147 86 3700 熱供給業 9 7

1500 衣服・その他の繊維製品製造業 20 28 3830 下水道業 1,943 38

1600 木材・木製品製造業 165 42 3900 鉄道業 75 20

1700 家具・装備品製造業 73 34 4400 倉庫業 109 78

1800 パルプ・紙・紙加工品製造業 391 140 5132 石油卸売業 408 31

1900 出版・印刷・同関連産業 276 59 5142 鉄スクラップ卸売業 3 5

2000 化学工業 2,288 481 5220 自動車卸売業 5 8

2100 石油製品・石炭製品製造業 551 133 5930 燃料小売業 14,128 12

2200 プラスチック製品製造業 1,008 156 7210 洗濯業 207 25

2300 ゴム製品製造業 284 97 7430 写真業 0 0

2400 なめし革・同製品・毛皮製造業 15 22 7700 自動車整備業 91 17

2500 窯業・土石製品製造業 596 129 7810 機械修理業 16 18

2600 鉄鋼業 368 112 8620 商品検査業 29 14

2700 非鉄金属製造業 507 117 8630 計量証明業 24 28

2800 金属製品製造業 1,766 127 8716 一般廃棄物処理業 1,589 50

2900 一般機械器具製造業 742 95 8722 産業廃棄物処分業 435 66

3000 電気機械器具製造業 1,114 136 8800 医療業 111 9

3100 輸送用機械器具製造業 1,150 137 9140 高等教育機関 134 14

3200 精密機械器具製造業 235 75 9210 自然科学研究所 229 59

合計 32,208 488

都道府県
届出

事業所数
届出物質
種類数

都道府県
届出

事業所数
届出物質
種類数

都道府県
届出

事業所数
届出物質
種類数

北海道 1,714 181 石川県 411 135 岡山県 756 249

青森県 393 88 福井県 317 175 広島県 771 245

岩手県 485 113 山梨県 271 101 山口県 502 264

宮城県 727 178 長野県 1,060 138 徳島県 223 127

秋田県 447 94 岐阜県 827 162 香川県 339 113

山形県 448 128 静岡県 1,316 235 愛媛県 434 164

福島県 893 259 愛知県 1,890 266 高知県 178 61

茨城県 1,057 273 三重県 726 233 福岡県 1,126 221

栃木県 687 211 滋賀県 607 187 佐賀県 282 152

群馬県 739 224 京都府 528 163 長崎県 306 60

埼玉県 1,382 277 大阪府 1,406 247 熊本県 511 120

千葉県 1,209 265 兵庫県 1,399 294 大分県 378 164

東京都 962 147 奈良県 259 113 宮崎県 311 110

神奈川県 1,206 270 和歌山県 249 199 鹿児島県 433 103

新潟県 907 186 鳥取県 218 67 沖縄県 208 53

富山県 467 153 島根県 243 101 合計 32,208 488

別添 1 
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2．集計結果の概要 
（1）届出排出量・移動量の集計結果（別紙 1 及び別紙 2 参照） 

1）全国・全物質の届出排出量・移動量 

 

総届出排出量・移動量 

総届出排出量 
総届出排出量に

対する構成比 

総届出排出量・移動量 

に対する構成比 

  大気への排出 ： 117 千トン 85% 29% 

  公共用水域への排出 ： 13 千トン 9.4% 3.2% 

  土壌への排出 ： 2.8 トン 0.0021% 0.00070% 

事業所内の埋立処分 ： 7.6 千トン 5.5% 1.9% 

 小計 ： 137 千トン 100% 34% 

総届出移動量    総届出移動量に 

対する構成比 

総届出排出量・移動量 

に対する構成比 

  事業所外への廃棄物としての移動 ： 269 千トン 99% 66% 

  下水道への移動 ： 2.1 千トン 0.79% 0.52% 

小計 ： 271 千トン 100% 66% 

合計 ： 408 千トン - 100% 

注：以降、構成比は有効数字 2桁で示す。そのため、各項目の合計と小計が一致しない場合がある。 

また、構成比は端数処理をしていない実際の届出排出量・移動量の数値より算出している。 

 

 

総届出排出量・移動量の構成 
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2）全国の届出排出量・移動量の多い物質 

届出排出量・移動量の多い上位 10物質の合計は 280千トンで、総届出排出量・移動量 408千トン

の 69％に当たります。 

上位 5物質は、以下のとおりです。     

             

注１：［ ］内は、主な用途を示す。 

注２：（ ）内は、総届出排出量・移動量の合計に対する構成比を示す。 
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排出量

移動量

①  トルエン［合成繊維、染料又は火薬等の合成原料、ガ

ソリン成分、溶剤］ 

： 77千トン （構成比  19 ％） 

②  マンガン及びその化合物 ［特殊鋼、電池、染料等］ ： 65千トン （  〃   16 ％） 

③  クロム及び三価クロム化合物［特殊鋼、皮なめし剤］ ： 26千トン （  〃   6.5 ％） 

④  キシレン ［テレフタル酸、染料又は香料等の合成原

料、ガソリン成分、溶剤］ 

： 24千トン （  〃   5.9 ％） 

⑤  炭化けい素［耐火物等の原料、研磨剤］ ： 22千トン （  〃   5.4 ％） 

届出排出量・移動量上位 10物質とその量 
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3）全国の届出排出量の多い物質 

 届出排出量の多い上位 10 物質の合計は 107 千トンで、総届出排出量 137 千トンの 78％に当たり

ます。 

 上位 5物質は、以下のとおりです。  

 

 

   

            

  

 

 

 

注１：［ ］内は、主な用途を示す。 

注２：（ ）内は、総届出排出量の合計に対する構成比を示す。 
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排出量

①  トルエン［合成繊維、染料又は火薬等の合成原料、

ガソリン成分、溶剤］ 

： 39千トン （構成比  29 ％） 

②  キシレン［テレフタル酸、染料又は香料等の合成

原料、ガソリン成分、溶剤］ 

： 18千トン （   〃   13 ％） 

③  エチルベンゼン［合成原料、溶剤］ ： 15千トン （   〃   11 ％） 

④  ヘキサン［溶剤、洗浄剤等］ ： 8.5千トン （   〃   6.2 ％） 

⑤  塩化メチレン［洗浄剤、溶剤等］ ： 7.4千トン （   〃   5.4 ％） 

届出排出量上位 10物質とその量 
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4）業種別の届出排出量・移動量 

製造業・非製造業をあわせた全 46業種のうち、製造業（23業種）における届出排出量・移動量の合

計は 394千トンで、総届出排出量･移動量 408千トンの 96％を占めます。 

届出排出量・移動量の多い上位 10 業種の合計は 368 千トンで、総届出排出量・移動量の 90％に

当たります。 

 

① 化学工業 ： 128千トン  （構成比 31 ％） 

② 鉄鋼業  ： 97千トン （ 〃   24 ％） 

③ 輸送用機械器具製造業 ： 39千トン （ 〃   9.5 ％） 

④ 電気機械器具製造業 ：  25千トン  （ 〃   6.1 ％） 

⑤ プラスチック製品製造業   ： 22千トン  （ 〃   5.5 ％） 

⑥ 金属製品製造業 ： 18千トン （ 〃   4.3 ％） 

⑦ 非鉄金属製造業   ： 16千トン （ 〃   3.8 ％） 

⑧ 一般機械器具製造業  ： 8.8千トン （ 〃   2.2 ％） 

⑨ 出版・印刷・同関連産業 ： 7.7千トン （ 〃   1.9 ％） 

⑩ 窯業・土石製品製造業  ： 7.1千トン （ 〃   1.7 ％） 

  注：（ ）内は、総届出排出量・移動量の合計に対する構成比を示す。 
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5）業種別の届出排出量 

届出排出量の多い上位 10業種の合計は 112千トンで、総届出排出量の 82％に当たります。 

 

① 輸送用機械器具製造業 ： 33千トン （構成比 24 ％） 

② 化学工業 ： 22千トン （  〃   16 ％） 

③ プラスチック製品製造業 ： 14千トン （  〃   10 ％） 

④ 金属製品製造業 ： 11千トン （  〃   8.0 ％） 

⑤ 非鉄金属製造業  ： 7.2千トン （  〃   5.2 ％） 

⑥ 一般機械器具製造業 ： 6.4千トン （  〃   4.6 ％） 

⑦ 出版・印刷・同関連産業 ： 5.5千トン （  〃   4.0 ％） 

⑧ ゴム製品製造業 ： 5.3千トン （  〃   3.9 ％） 

⑨ パルプ・紙・紙加工品製造業 ： 4.4千トン （  〃   3.2 ％） 

⑩ 電気機械器具製造業  ： 3.9千トン （  〃   2.9 ％） 

     注：（ ）内は、総届出排出量の合計に対する構成比を示す。 

 

 

 

 

 
 

33

22

14

11

7.2

6.4

5.5

5.3

4.4

3.9

0 5 10 15 20 25 30 35

輸送用機械器具製造業

化学工業

プラスチック製品製造業

金属製品製造業

非鉄金属製造業

一般機械器具製造業

出版・印刷・同関連産業

ゴム製品製造業

パルプ・紙・紙加工品製造業

電気機械器具製造業

(単位：千トン/年）

排出量

届出排出量上位 10業種とその量 



7 

 

（2）届出外排出量（推計）の集計結果（別紙 3 参照） 

1）全国・全物質の届出外排出量（推計） 

経済産業省及び環境省が推計を行った 2024年度の全国の届出外排出量の合計は、193千トンで

す。 

 その内訳は、以下のとおりです。 

  

・ 対象業種からの届出外排出量※ ： 67千トン （構成比 34 ％） 

・ 非対象業種からの届出外排出量 ： 69千トン （  〃   35 ％） 

・ 家庭からの届出外排出量 ： 33千トン （  〃   17 ％） 

・ 移動体からの届出外排出量   ： 25千トン （  〃   13 ％） 

注：（ ）内は、届出外排出量の合計に対する構成比を示す。 

※：対象業種に属する事業を営む事業者からの排出量であるが、従業員数、年間取扱量等の要件を満たさないため届

出対象とならないもの。 

 

 

 

 

届出外排出量の構成 
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2）移動体からの届出外排出量（推計） 

 移動体からの排出量（25千トン）の内訳は、以下のとおりです。 

   

・ 自動車 ： 19千トン （構成比 76 ％） 

・ 二輪車   ： 0.56千トン （ 〃   2.2 ％） 

・ 特殊自動車（建設機械、農業機械、産業機械） ： 1.8千トン （ 〃   7.0 ％） 

・ 船舶  ： 3.6千トン （ 〃   14 ％） 

・ 鉄道車両 ： 0.12千トン （ 〃   0.47 ％） 

・ 航空機  ： 0.084千トン （ 〃   0.34 ％） 

    注：（ ）内は、移動体からの届出外排出量の合計に対する構成比を示す。 

 

 

 

 

移動体からの届出外排出量の構成 
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（3）届出排出量と届出外排出量（推計）の合計（別紙 3 参照） 

1）全国の届出排出量と届出外排出量の合計 

全国の届出排出量（137千トン）と届出外排出量（193千トン）の合計は、330千トンです。 

都道府県別の内容は以下のとおりです。 

 

 

 

 

都道府県別の届出排出量・届出外排出量の合計 
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2）届出排出量と届出外排出量（推計）の合計の多い物質 

届出排出量と届出外排出量の合計の多い上位 10 物質の合計は 207 千トンで、全体の 63％に当

たります。 

上位 5物質は、以下のとおりです。 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：［ ］内は、主な用途を示す。 

注２：（ ）内は、届出排出量と届出外排出量の合計に対する構成比を示す。 
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届出排出量

届出外移動量

①  トルエン［合成繊維、染料又は火薬等の合成原

料、ガソリン成分、溶剤］ 

： 61千トン （構成比 19 ％） 

②  キシレン［テレフタル酸、染料又は香料等の合成

原料、ガソリン成分、溶剤］ 

： 39千トン （   〃 12 ％） 

③  エチルベンゼン［合成原料、溶剤］ ： 24千トン （  〃 7.4 ％） 

④  塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 

［塩素酸ナトリウム: 分析用試薬や酸化剤、農薬

//塩素酸カリウム: 爆薬やマッチの原料］ 

： 18千トン （  〃 5.6 ％） 

⑤  ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキ

ル基の炭素数が 12 から 15 までのもの及びその

混合物に限る｡) 

［乳化剤、可溶化剤等の界面活性剤］ 

： 17千トン （  〃 5.0 ％） 

届出排出量・届出外排出量上位 10物質とその排出量 
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（4）特定第一種指定化学物質の届出排出量・移動量の集計結果 

特定第一種指定化学物質（人に対する発がん性、生殖細胞変異原性、生殖発生毒性のいずれか

が高く、特に重篤な障害をもたらす物質、もしくは強い生態毒性を持ち、難分解性かつ高蓄積性があ

り、動植物の生育に支障を及ぼす可能性が特に高い物質）は 23 物質あり、届出排出量・移動量の合

計は 18千トンです。 

上位 5物質は、以下のとおりです。 

 

① 鉛及びその化合物  ： 6.7千トン （構成比 37 ％） 

② トリクロロエチレン ： 3.6千トン （ 〃   20 ％） 

③ ニッケル化合物 ： 3.4千トン （ 〃   18 ％） 

④ 砒素及びその無機化合物 ： 1.3千トン （ 〃   7.3 ％） 

⑤ ベンゼン   ： 0.89千トン （ 〃   4.9 ％） 

   注：（ ）内は、特定第一種指定化学物質の届出排出量・移動量の合計に対する構成比を示す。 

 

また、ダイオキシン類の届出排出量・移動量は 1.4kg-TEQ（*）です。 
（*）毒性等量（TEQ:Toxic Equivalent）とは、最も毒性が強い 2,3,7,8-TeCDD の毒性を 1 として、他の同族体の毒性の強

さを換算した係数である毒性等価係数（TEF:Toxic Equivalency Factor）を用いてダイオキシン類の毒性を足しあわせた

値 

 

特定第一種指定化学物質の届出排出量・移動量の合計に対する排出・移動先割合としては、事

業所外への廃棄物としての移動が最も多く（構成比 56％）、次いで事業所における埋立処分（同

27％）、大気への排出（同 15％）などの順です。 

 

 

特定第一種指定化学物質の届出排出量・移動量 
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（5）追加対象化学物質(*)の届出排出量・移動量の集計結果 

1）全国の追加対象化学物質の届出排出量・移動量 

追加対象化学物質（196 物質）の届出排出量・移動量は 69 千トン（総届出排出量・移動量比率

17％）であり、その内訳は、排出量 19 千トン（総届出排出量比率 13％）、移動量 50 千トン（総届出移

動量比率 19％）です。 
     (*)2023 年 4 月に施行された政令に基づき、第一種指定化学物質として追加された物質  

 

追加対象化学物質の排出量 19千トン（総届出排出量比率 13％）の内訳は、以下のとおりです。 

 

・ 大気への排出 ： 12千トン （総届出排出量比率 8.6 ％） 

・ 公共用水域への排出  ： 6.7千トン （     〃         4.9 ％） 

・ 事業所内の土壌への排出 ： 0.001 トン （     〃         0.000001 ％） 

・ 事業所内の埋立処分  ： 26 トン （     〃         0.019 ％） 

 

追加対象化学物質の移動量 50千トン（総届出移動量比率 19％）の内訳は、以下のとおりです。 

 

・ 事業所外への廃棄物としての移動 ： 49千トン. （総届出移動量比率 18 ％） 

・ 下水道への移動 ： 1.1千トン （     〃         0.41 ％） 

 

 

 

 

届出排出量・移動量の構成（追加対象化学物質） 
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2）追加対象化学物質の届出排出量・移動量の多い物質 

追加対象化学物質の届出排出量・移動量の多い上位 10物質の合計は 62千トンで、追加対象化学

物質の届出排出量・移動量 69千トンの 91％に当たります。 

上位 5物質は、以下のとおりです。 

 

① 炭化けい素 ： 22千トン （構成比 32 ％） 

② Ｎ－メチル－２－ピロリドン ： 6.9千トン （ 〃   10 ％） 

③ 塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリ

ウム塩 

： 6.0千トン （ 〃   8.7 ％） 

④ メチルイソブチルケトン ： 5.9千トン （ 〃   8.5 ％） 

⑤ テトラヒドロフラン ： 5.4千トン （ 〃   7.9 ％） 

  注：（ ）内は、追加対象化学物質の届出排出量・移動量の合計に対する構成比を示す。 
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（別紙１） 

業種別の届出事業所数・排出量・移動量  

 
 

  



15 

 

（別紙２） 

都道府県別の届出事業所数・排出量・移動量 
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（別紙３） 

都道府県別の届出排出量及び届出外排出量 

 

 


